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【Ⅲ－４－２ 質の高いがん医療の評価－⑥】 

⑥ 悪性腫瘍の治療における 

安心・安全な外来化学療法の評価の新設 
 

第１ 基本的な考え方 
 

悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を
推進する観点から、必要な診療体制を整備した上で外来化学療法を実施
した場合について、新たな評価を行う。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．必要な診療体制を整備した上で外来化学療法を実施する場合の評価
を新設する。 
 

（新）  外来腫瘍化学療法診療料 
１ 外来腫瘍化学療法診療料１ 

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合   700 点 
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合

        400 点 
２ 外来腫瘍化学療法診療料２ 

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合   570 点 
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合

        270 点 
 

［対象患者］ 
悪性腫瘍を主病とする患者であって、入院中の患者以外の患者 

 
［算定要件］ 
（１）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病と
する患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法
（別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）の実施その他の必要な
治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。こ
の場合において、区分番号Ａ０００に掲げる初診料（注６から注８
までに規定する加算を除く。）、区分番号Ａ００１に掲げる再診料
（注４から注６までに規定する加算を除く。）、区分番号Ａ００２に
掲げる外来診療料（注７から注９までに規定する加算を除く。）、区
分番号Ｂ００１の 23 に掲げるがん患者指導管理料のハ又は区分番
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号Ｃ１０１に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない。 
（２）１のイ及び２のイについては、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤

を投与した場合に、月３回に限り算定する。 
（３）１のロ及び２のロについては、１のイ又は２のイを算定する日以

外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の
必要な治療管理を行った場合に、週１回に限り算定する。 

（４）退院した患者に対して退院の日から起算して７日以内に行った治
療管理の費用は、第１章第２部第１節に掲げる入院基本料に含まれ
るものとする。 

（５）当該患者が 15 歳未満の小児である場合には、小児加算として、所
定点数に 200 点を加算する。 

（６）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、１のイを算定した
患者に対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示に基づ
き薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した
上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携
充実加算として、月１回に限り 150 点を所定点数に加算する。 

 
［施設基準］ 
（１）外来化学療法を実施する体制及び外来化学療法に伴う副作用等が

生じた場合に速やかに必要な検査、投薬等を行う体制がそれぞれの
診療料に応じて整備されていること。 

（２）外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有し
ていること。 

（３）外来腫瘍化学療法診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める外
来化学療法は、入院中の患者以外の患者に対して、区分番号Ｇ００
１に掲げる静脈内注射、Ｇ００２に掲げる動脈注射、Ｇ００３に掲
げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入、Ｇ００３－３に掲げる肝動脈塞栓
を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、Ｇ００４に掲げる点滴注射、Ｇ
００５に掲げる中心静脈注射又はＧ００６に掲げる植込型カテー
テルによる中心静脈注射のいずれかにより抗悪性腫瘍剤の投与を
行う化学療法とする。 

（４）連携充実加算の算定については、以下のいずれにも該当するもの
であること。 
イ 化学療法を実施している患者の栄養管理を行うにつき必要な

体制が整備されていること。 
ロ 他の保険医療機関及び保険薬局との連携体制が確保されてい

ること。 
 

２．１に伴い、抗悪性腫瘍剤を注射により投与した場合に係る第６部注
射の通則第６号に規定する外来化学療法加算のイの（１）及びロの（１）
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並びに通則第７号に規定する連携充実加算は廃止する。 




